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#18-08 

【８月】 

〔ウクライナの報道をもとに作成〕 

平成３０年９月１日 

在ウクライナ大使館 

 

１．内外政 

▼大統領動向 

・２日、ポロシェンコ大統領は、高等反汚職裁判所法採択に

伴う裁判システム及び裁判官ステータスに関する法律に署

名。 

・７日、ポロシェンコ大統領は、ロシア・ジョージア戦争１０周

年に際してコメントを発表。 

・７日、ポロシェンコ大統領は、国家安全保障・国防会議に対

しロシアによる選挙介入対策に関する会議を招集するよう指

示。 

・８日、ポロシェンコ大統領は、ポンペオ米国務長官と電話会

談を実施。 

・１４日、ポロシェンコ大統領は、エルキン・イスラエル環境保

護相と会談。 

・１６日及び２０日、ポロシェンコ大統領は、メルケル独首相と

電話会談を実施。 

・２３日、ポロシェンコ大統領は、ドニプロ市を訪問し、「国旗

の日」記念式典に出席。 

・２４日、ポロシェンコ大統領は、独立２７周年記念軍事パレ

ードに出席するとともに、ボルトン米国大統領補佐官と会談。 

・２４日、ポロシェンコ大統領は、ニーニスト・フィンランド大統

領と電話会談を実施。 

・２６日、ポロシェンコ大統領は、ドネツク州アウジーウカ市を

訪問し、ガス・パイプライン開通式に出席。 

・2８日、ポロシェンコ大統領は、ウクライナ大使会議にて演説

し、ロシアとの友好協力パートナーシップ条約の効力を停止

する用意がある旨発言。 

・３１日、ポロシェンコ大統領は、シムキウ大統領府副長官を

解任し、後任にマルチェンコ財務次官を任命。 

・３１日、ポロシェンコ大統領は、マケイン米国上院議員の葬

儀に参加するため米国を訪問。 

▼閣僚会議・最高会議等動向 

・８日、クリムキン外相は、バチカンを訪問し、フランシスコ・

ローマ法王の一般謁見に参加。 

・１６日、クリムキン外相は、ガルガーシュＵＡＥ外務担当国

務相と会談。 

・１６日、クリムキン外相は、エルキン・イスラエル環境保護相

と会談。 

・２４日、フロイスマン首相は、ボルトン米国大統領補佐官と

会談。 

▼ドンバス情勢 

・９日、ムジェンコ参謀長は、フーグＳＭＭ副団長と会談し、

東部情勢について協議。 

・１４日、トランプ米国大統領はウクライナに対する２５０百万

ドルの安全保障支援を含む２０１９年の国防予算案に署名。 

・１４日、クリムキン外相は、マース独外相とドンバスの国連ミ

ッションの問題に関して電話協議を実施。 

・１４日、リトアニアは、ドンバスに対する約百万ユーロの支

援を発表。 

・１５日、ノウアート米国務省報道官は、ドンバスでＳＭＭが

新たに４体のロシアの電子戦システムを確認したことについ

て触れ、ロシアに対しミンスク諸合意の完全な履行を求め

た。 

・１６日、ナイェフ統一部隊司令官は、統一部隊による作戦

開始以後、約４５０名の非合法武装勢力参加者を拘束した旨

発表。 

・２８日、砲撃の影響で２３日以降閉鎖されていたマヨルスク

のチェック・ポイントが再開。 

・３１日、地雷爆発の影響で２日間にわたり閉鎖されていた

がノヴォトロイツケのチェック・ポイントが再開。 

・３１日、ドネツク市内のレストランで爆発があり、ザハルチェ

ンコ「ドネツク人民共和国首長」が殺害された。 

▼ノルマンディ・フォーマット及び三者コンタクト・グルー

プ動向 

・２１～２２日、ミンスクで三者コンタクト・グループ会合が開催

され、新学期の開始に伴う８月２９日からの停戦を確認した。

ウクライナ側は、ロシア人受刑者２名に恩赦を与える用意が

ある旨表明。 

▼クリミア情勢（被拘束者問題含む） 

・３日、２０１５年２月にクリミアで逮捕され、ロシアによって拘

束されていたユーロマイダン活動家のオレクサンドル・コス

テンコが解放された。 

・６日、ウクライナ外務省は、プーチン露大統領のクリミア訪

問に抗議する声明を発表。 

・９日、デニーソヴァ最高会議人権代表は、モスカリコヴァ露

人権代表に対し、ロシアに拘束されているウクライナ人映画

監督オレーフ・センツォーフをモスクワに移送して治療させ

るよう要請。 

・９日、チュバロフ・メジュリス議長（最高会議議員）は、クリミア

の地位に関する憲法改正案の検討を呼びかけ。 

・１３日、フランスの映画監督や文化大臣がセンツォーフ解放

を求める公開書簡を発表。 

・１４日、ヘラシチェンコ最高会議第一副議長は露側に対し、

ロシアに拘束されるウクライナ人と引換えに３６名のロシア人

受刑者を引き渡す用意がある旨改めて表明。 

・１５日、米国務省は、ロシアに対し、アゾフ海の国際航行の

妨害をやめるように呼びかけ。 

・１６日、国連の専門家は、ロシアに対し、センツォーフをた
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だちに無条件で解放するように呼びかけ。 

・２２日、ノウアート米国務省報道官は、ハンガーストライキ１

００日目を迎えたセンツォーフの即時解放をロシアに呼びか

け。 

▼その他 

・１日、警察は、元反テロ作戦参加者・活動家のヴィターリー・

オレシュコ殺害（７月３１日）の容疑者を拘束した旨発表。 

・３日、警察は、ヘルソン市役所顧問・活動家のカテリーナ・

ハンジューク襲撃（７月３１日）の容疑者を拘束した旨発表。 

・１日、ウクライナ外務省は、駐ウクライナ・ハンガリー臨時代

理大使に対し、ウクライナのＥＵ・ＮＡＴＯ加盟を否定するオ

ルバーン首相の発言に抗議するとともに、ザカルパチア地

方開発担当相の設置につき説明を求めた。 

・３１日、バルトロメオ・コンスタンティノープル総主教は、イス

タンブールを訪問したキリル・ロシア正教会総主教に対し、

ウクライナ独立正教会に自治権を付与する旨伝えた。 

 

２．経済 

▼主な経済動向・金融政策等 

・８月の対ドル中央銀行公式為替レートは、２６．８７－２8．２

８UAH／USD。 

・８月１日時点での外貨準備高は１７７．５億ドルとなり､前月

比１．３％減。 

▼マクロ経済指標 （国家統計局発表） 

・７月の消費者物価指数は､前月比０．７％減。年率換算では

８．９％増だった。 

・７月の実質賃金は、前月比１．０％増加、名目賃金は９，１７

０フリヴニャで前月比０．３％増加。 

・７月の鉱工業生産高は、前年同月比２．9％増。 

・７月の農業生産指数は、前年同月比１１．２％減。 

・７月の建設業生産指数は、前年同月比１０．６％増。 

・１～６月の貿易赤字額は約２６．６億ドル。累計輸出額は約

２３３億ドルとなり前年同期比１２．７％増加、累計輸入額は２

５９億ドルとなり、前年比１４．５％増加。 

▼ＩＭＦ 

・１３日、国際通貨基金（ＩＭＦ）は９月６～１９日に評価ミッショ

ンをキエフに派遣すると発表した。 

▼対ウクライナ支援 

・１日、スウェーデン政府は、改革推進のためのＮＧＯ連合

体「改革蘇生パッケージ（ＲＰＲ）」に３８万米ドルの１２ヶ月間

にわたる追加支援を開始した。 

・２日、ドイツ政府は、２０１８～２０１９年の国際赤十字委員会

（ＩＣＲＣ）のウクライナでの人道支援活動に７００万ユーロ提

供すると発表した。 

・１６日、リトアニア政府は、２０１９年のウクライナ支援予算の

うち、約１００万ユーロを戦争で疲弊したドンバス地方に投じ

る旨決定したと報じられた。 

・２２日、米国政府はウクライナに対し、７，８００万ドル近くの

追加的支援を行うと報じられた。この資金は、ウクライナの中

規模投資活動、民間企業支援、エネルギー効率の向上、農

業生産性の向上に充てられる。 

▼貿易・投資 

・６日、ノルウェーのＮＢＴ社はウクライナと共同で、ヘルソン

州に風力発電所を建設すると報じられた。最大出力は２５０

ＭＷ。同プロジェクトの第１フェーズへのノルウェー側の投

資額は３億７，０００万ユーロ超。 

・１４日、米海外民間投資会社（ＯＰＩＣ）は、キエフ市におけ

る病院建設に投資する計画だと報じられた。投資額やパー

トナー企業等は明らかになっていない。 

・１７日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は、エネルギー効率及

び再生可能エネルギー分野におけるウクライナとの共同投

資事業を実施する旨の覚書に署名した。 

・２７日、国家統計局は、２０１８年上半期におけるウクライナ

への外国直接投資額は１３億ドルに上ったと公表した。２０１

７年通年での同国への外国直接投資額は１８億ドルだった。 

▼経済改革 

・２２日、政府は、「２０１８～２０２０年における財政赤字の管

理に係る中期戦略」を承認した。マルカロヴァ財務相代行に

よれば、２０１７年以降、ウクライナの財政赤字が国内総生産

（ＧＤＰ）に占める割合は低下し、安全基準値である６０％に

近付きつつある。今般採択された戦略では、財務省の課題

として、財政赤字のＧＤＰに占める割合を、２０１８年に６０％、

２０１９年に５２％、２０２０年に４９％とする旨設定された。同

戦略は、財政赤字がＧＤＰに占める割合だけではなく、赤字

構造の改善や危険因子の低減についても言及している。 

▼エネルギー 

・８日、露ガスプロム社のパートナー企業である独ウニパー

社は、バルト海底を通るノルド・ストリーム２ガス・パイプライ

ンの建設を７月後半に開始したと発表した。 

・露ガスプロム社は２０１８年上半期、ウクライナの被占領地

域であるドネツク州及びルハンスク州に前年同期比１０．

４％増となる１５億立米のガスを供給した。 

・国営ナフトガス社は８月中旬、ナフトガス・テプロ社及びナ

フトガス・トレーディング社の２子会社を登記した。９月４日に

国家エネルギー公益事業規制委員会（ＮＥＵＲＣ）が、これら

企業にライセンス付与について検討する予定。 

・エネルギー省は、８月２１日時点の国内の火力発電所に貯

蔵されている石炭の備蓄量が前年同期比１３．６％減の１７５

万トンとなった旨公表した。同時点での天然ガス備蓄量は前

年同期比２．１％減の１３９億立米、ボイラー油の備蓄量は同

４８％減の３万８，４００トンだった。 

 

３．防衛 

▼米海軍駆逐艦が黒海をパトロール 

・１２日、米海軍第６艦隊所属のアーレイバーグ級駆逐艦（Ｄ

ＤＧ６４）「カーニー」がボスポラス海峡を通過し、黒海に入域。
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同艦は通常訓練の枠内において約２週間、黒海でのパトロ

ールを実施。これに並行して米海軍輸送コマンド所属の高

速輸送艦「カーソン・シティ」が黒海で活動し、ジョージアで

行われた多国間演習「ノーブル・パートナー２０１８」への輸

送任務等を実施した。 

▼独立記念日パレードが挙行 

・２４日、キエフ中心部においてウクライナ独立２７周年を記

念したパレードが挙行された。パレードには約４，５００名の

兵士及び車両部隊、航空機部隊が参加し、米国、英国及び

カナダ等１１カ国から親善部隊が参加した。本パレードでは、

ＮＡＴＯ標準の１２０ｍｍ弾用に砲身を換装したＴ－８４－１２

０型戦車や、米国から供与された携行型対戦車ミサイル「ジ

ャベリン」が披露された他、初めて女性部隊の行進が行われ

た。 

（了） 


